
下関市と山口労働局は「下関市雇用対策協定」を締結し、一体となって地域の雇用対策に取り組
みます。

平成２８年度
下関市雇用対策協定に基づく事業計画の概要

○新規大学等卒業予定者向けの就職面接会の共催
○企業への新規学校卒業予定者の正社員採用枠の確保を共同要請
○既卒３年以内の未就職者の新卒枠での応募機会の確保を共同要請
○若者応援宣言企業及びユースエール認定企業に係る制度の周知

① 若者の雇用対策

○未就職の女性を対象としたセミナーや企業説明会を共催
○マザーズコーナーの出張相談の実施による、保育関連サービスの情報提供及び就職支援の共同実施
○子育て女性を対象とした再就職準備セミナーの共催
○「次世代育成支援対策推進法」及び「女性活躍推進法」の周知・広報

② 女性の雇用対策

③ 高年齢者の雇用対策

○高年齢者を対象とした就業意欲喚起セミナーの共催
○55歳以上の求職者を対象とした就職面接会の共催
○希望者全員が65歳まで働ける高年齢者継続雇用に関する共同要請
○下関市シルバー人材センターの就業支援を労働局で周知

○障害者合同面接会の共催
○障害者の福祉から雇用への移行を支援するための日常的な連携
○下関市自立支援協議会における連携
○障害者雇用率の引上げに対応した障害者の積極的な雇用確保に関する共同要請
○難病患者の就労に向けた支援や出張相談の情報提供

④ 障害者等の雇用対策

○生活保護受給者等の就労支援を共同実施
○平成27年5月19日に市と下関所との間で締結された「生活福祉・就労支援コーナーの生活保護
受給者等就労自立促進事業に関する協定書」に基づく一体的実施事業の促進

⑤ 生活保護受給者等の雇用対策

○誘致企業等の人材確保対策

⑥ 誘致企業等の人材確保対策


